
表１
教室番号 教室名 曜日 時　間 回　数 定　員
Ａ１ 書道 月 午前10時～11時30分

各12回

18人
Ａ２ そろばん

火

30人
Ａ３ ヨガＡ 午後１時～１時45分 各18人Ａ４ ヨガＢ 午後２時～２時45分
Ａ５ 太極拳 午後３時～４時30分 25人
Ａ６ 初めての絵手紙教室 午後２時～３時30分 ６回 12人
Ａ７ フラダンス

水

午前10時～11時30分 12回 16人
Ａ８ 日本史講座 ６回 30人
Ａ９ スローエアロビック 午後１時30分～

２時30分 各12回 各25人
Ａ10 レクダンス 午後３時～４時30分
Ａ11 コーラス 午後１時～２時30分 ９回 30人
Ａ12 お・は・な

木

午前10時～11時30分 12回 16人
Ａ13 俳句 午後１時～２時30分 ６回 25人
Ａ14 健康息

い

き活
い

き体操 午後１時30分～３時

各12回

15人
Ａ15 朗読と語りの楽しみ

午前10時～11時30分
24人

Ａ16 英会話 金 16人
Ａ17 硬筆

土 各20人Ａ18 はじめてのソシアルダンス 午後１時～２時30分

表２
教室番号 教室名 曜日 時　間 回　数 定　員
Ｂ１ フィジカル

エクササイズ 月

午後３時～４時30分 各20回 各30人Ｂ２ 男性のための
グループトレーニング 木

Ｂ３ もっとフィジカル
エクササイズ 金

Ｂ４ いきいき脳活体験塾 土

荒川老人福祉センター 各 の教 講 募種 受室 生 集

10月～令和７年３月　※一部の講座は令和７年２月まで期 間
区内在住で、60歳以上の方対 象
実費負担（講座費等）費 用 ９月３日㈫消印有効締切り

※抽選

申込み
問合せ

来所（１教室につき返信用はがき１枚を持参）、往復はがき
（１教室につき１枚）で、教室番号・教室名・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・年齢を、〒116-0002荒川区荒川
１-34-６荒川老人福祉センター☎（３８０２）１６６６
※来所での申し込みは、本人のみ
※ 表１から１人２教室まで（ヨガＡ・ヨガＢはいずれか１教室）、表２
から１人１教室

11月分から を 拡充拡充児童扶養手当の制度 子育て支援課子育て給付係
☎内線３８１６

問合せ

▶ 第３子以降の児童の加算額を第２子の加算額と同額に引き上
げます

制度拡充に伴い申請が必要な方
　児童扶養手当を現在申請しておらず、令和５年中の所得が左
表の範囲以内に該当すると思われる方は、10月31日㈭までに
申請してください。認定されると、申請の翌月分から支給され
ます。
　現在、児童扶養手当資格を持っている方は、申請不要です。
※制度の詳細・申請方法は、荒川区ホームページをご覧ください

手当対象者
平成18年４月２日以降生まれの児童を養育している母子・父子家庭等の方

制度拡充の内容
▶ 全部支給および一部支給の所得制限限度額を下表のとおり改正します

所得制限限度額表（令和６年11月以降）

扶養人数 受給資格者本人 扶養義務者等全部支給 一部支給
0人   69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円

以降、１人増すごとに38万円を加算
※ 所得は地方税法に規定する所得額から社会保険料相当額（８万円）のほか、医療費控
除等の該当する控除額を引いた額です。所得の算出方法は、お問い合わせください
※ 扶養人数は、所得税法に規定する前年の12月31日現在の扶養人数です

令和６年度児童扶養手当額

●第３子以降加算
　【10月分まで】…………………… 6450円～3230円
　【11月分から】…………………１万750円～5380円

●第１子………………………４万5500円～１万740円
●第２子加算………………………１万750円～5380円

荒川区書道連盟・本田
☎０８０（５１８５）９４２９

主 管
問 合 せ

11月11日㈪～17日㈰午前９時～午後９時（17日は
午後４時まで）展示日時

町屋文化センター２階ふれあい広場・プレイコーナー会 場
詩句（書体自由、未発表のもの）題 材

各200点（申込順、１人１点）募集点数

９月６日㈮消印有効締 切 り

漢字、かな、近代詩文、前衛書種 目 ※ペン習字は半切台紙内

往復はがきで、種目・部門（未就学児は「幼年」、小・
中学生は学年）・住所・氏名（ふりがな）・雅号・電話
番号・所属団体または塾名（加入者のみ）・一般の部は
表装形体（表装済み・仮巻申し込み）を、〒116-8501
（住所不要）荒川区役所生涯学習課文化祭書道展担当

申込方法

※１枚に１人分のみ記入
※申し込みが多数の団体は、点数を制限することがあります

区内在住・在勤・在学で、15歳以上の方
（中学生は不可）対 象

用紙（35cm×135cm以内）に縦書き
大 き さ ※表装（軸・額・仮巻）をしたうえで出品

※希望者には、仮巻を用意します（1000円）

一般の部

区内在住・在学の中学生以下の方対 象
書き初め用紙（24cm×100cm）に縦書
き（裏打ち不可）大 き さ

学生の部

令和６年度荒川区文化祭 書道 展 作 品 募 集

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。
電話・荒川区ホームページで、広報課広報係☎（３８０２）４９５７

　〒116-8501
　荒川区荒川２-２-３
　☎（３８０２）３１１１
　FAX（３８０２）６２６２

発行　荒川区

（ （毎月１日・11日・21日

６万2000部発行
※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

@arakawakukoho荒川区Ｘ（旧T
ツ イ ッ タ ー

witter）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/

荒川区メールマガジンの登録は荒川区ホームページから（携帯電話は t-arakawa@sg-p.jpに空メールを送信）
荒川区L

ラ イ ン

INE公式アカウント @arakawaku

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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acebook https://www.facebook.com/city.arakawa
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